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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

な
が
は
ま
の
文
化
財
／

な
が
は
ま
の
自
然
不
思
議
発
見

お
元
気
で
す
か

至
誠
通
天

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

保
健
だ
よ
り

各
種
無
料
相
談

／
お
知
ら
せ

み
ん
な
の
掲
示
板

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

み
ん
な
の
掲
示
板

な
が
は
ま
見
聞
録

な
が
は
ま
見
聞
録

今月のクリスタルプラザ、クリーンプラントおよび伊香クリーンプラザでの第４日曜日のごみ持込み日は
１月24日(日)です。来月の予定日は、２月28日(日)です。問環境保全課☎６５－６５１３

償
却
資
産
の
申
告
は
２
月
１
日
ま
で
に

市
県
民
税
と
所
得
税
の
申
告
受
付
会
場
の
お
知
ら
せ

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
も

市
県
民
税
と
所
得
税
の
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

令
和
３
年
度
固
定
資
産
税
の

軽
減
措
置
に
関
す
る
お
知
ら
せ

問 

税
務
課 

☎
65
・
６
５
２
３

問 
税
務
課 

☎
65
・
６
５
２
４

問 

高
齢
福
祉
介
護
課 

☎
65
・
７
７
８
９

問 

税
務
課 

☎
65
・
６
５
２
３

　

 

〒
５
２
６・８
５
０
１　
八
幡
東
町
６
３
２

　
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
人
は
、
地
方
税
法
の
規

定
に
よ
り
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
に

つ
い
て
申
告
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
償
却
資
産
の
申
告
書
類
が
必
要
な
人
は
、

担
当
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

前
年
か
ら
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合
や
、
廃
業

し
た
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

償
却
資
産
と
は

　
会
社
や
個
人
で
工
場
、
商
店
な
ど
を
経
営
し
て

い
る
人
や
、ア
パ
ー
ト
、駐
車
場
を
貸
し
て
い
る
人

な
ど
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
資
産(

構
築

物
・
機
械
・
車
両
・
器
具
・
備
品
な
ど)

の
こ
と
で
、

土
地
、
家
屋
と
と
も
に
固
定
資
産
税
の
課
税
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

※ 

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る

車
両
は
除
き
ま
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て

　
個
人
が
設
置
し
、
発
電
し
て
い
る
太
陽
光
発
電

設
備
も
償
却
資
産
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
申
告
の

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
担
当
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

事
業
用
で
は
な
く
、
最
大
出
力
が
10 

kw
未
満
の

場
合
は
、償
却
資
産
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
や

そ
の
人
を
扶
養
し
て
い
る
人
で
、
次
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
人
は
、
市
県
民
税
と
所
得
税
の
障
害

者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
認
定
要
件
】

　
令
和
２
年
12
月
31
日
現
在
、
介
護
認
定
を
受
け

て
お
り
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

○ 

介
護
保
険
認
定
調
査
票
の
「
認
知
症
高
齢
者
の

日
常
生
活
自
立
度
」が
Ⅲ
、
Ⅳ
ま
た
は
Ｍ
と
判
定

さ
れ
て
い
る
こ
と

○ 

介
護
保
険
認
定
調
査
票
の
「
障
害
高
齢
者
の
日

常
生
活
自
立
度(

寝
た
き
り
度
）」
が
Ｂ
ま
た
は

Ｃ
と
判
定
さ
れ
て
お
り
、か
つ
、６
か
月
以
上
寝

た
き
り
状
態
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
こ
と

※ 

控
除
を
受
け
る
に
は
、「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
左
記
窓
口

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
認
定
書
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
申
請
窓
口
】

　
高
齢
福
祉
介
護
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉、
北
部
振
興

局
福
祉
生
活
課
、各
支
所

【
税
に
関
す
る
問
合
せ
】

　
税
務
課 

☎
65
・
６
５
２
４

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
売
上
高
が
低
下
し
た
中
小
事
業
者

等
を
対
象
に
、
償
却
資
産
と
事
業
用
家

屋
に
係
る
令
和
３
年
度
の
固
定
資
産
税

お
よ
び
都
市
計
画
税
の
負
担
を
軽
減
し

ま
す
。

「
中
小
事
業
者
等
」と
は

〇 

資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
金
の
額
が

１
億
円
以
下
の
法
人

〇 

資
本
ま
た
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人

の
場
合
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の

数
が
１
千
人
以
下

〇 

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
１
千

人
以
下
の
個
人

【
対
象
者
】

　
令
和
２
年
２
月
～
10
月
ま
で
の
任
意

の
連
続
す
る
３
か
月
間
の
売
上
高
が
、

前
年
の
同
期
間
と
比
べ
て
、
30
％
以
上

減
少
し
て
い
る
中
小
事
業
者
等
。

【
軽
減
率
】

〇
30
～
50
％
未
満
の
減
少(

１
／
２)

〇
50
％
以
上
の
減
少(

全
額)

【
提
出
書
類
】

〇 

申
告
書(

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

関
等
の
認
定
を
受
け
た
も
の)

〇
特
例
対
象
資
産
一
覧

〇
令
和
３
年
度
償
却
資
産
申
告
書

〇
収
入
減
を
証
す
る
書
類

〇 

特
例
対
象
家
屋
の
事
業
用
割
合
を
示

す
書
類

※ 

申
告
書
と
特
例
対
象
資
産
一
覧
表
の

様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
提
出
期
限
】

　
２
月
１
日(

月)

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
申
告
書
の
提
出
は
で
き

る
限
り
郵
送
で
お
願
い
し
ま
す
。

【
提
出
先
】

　
税
務
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

【
注
意
事
項
】

〇 

各
会
場
と
も
混
雑
が
予
想
さ
れ
、
長
時
間

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
申
告
者
が
多
い
場
合
は
、
時
間
内
で

あ
っ
て
も
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

〇 

税
務
課
お
よ
び
北
部
振
興
局
福
祉
生
活

課
、各
支
所
の
窓
口
で
は
、申
告
受
付
を
し

て
い
ま
せ
ん
。
上
記
の
各
会
場
で
お
願
い

し
ま
す
。

申
告
会
場
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
を
お
願
い
し
ま
す

〇 

混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め
に
相
談
受
付
を

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇 

来
庁
時
は
、
マ
ス
ク
着
用
な
ど
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
お
願
い
し

ま
す
。
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
な
い
と
、

入
場
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇 

発
熱
、咳
な
ど
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人
は
、

来
庁
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
検
温

に
よ
り
、
入
場
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
令
和
２
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
と
、
令
和
３
年
度
市

県
民
税
の
申
告
受
付
を
、左
記
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

 

申
告
書
は
ご
自
身
で
記
入
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
の
作
成
は

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
に
も
、
申
告
書
は
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

タ
ブ
レ
ッ
ト
で
作
成
し
、ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ

ま
た
は
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

　

市
県
民
税
の
申
告
書
作
成
に
つ
い

て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、所
得
税
の

確
定
申
告
書
作
成
に
つ
い
て
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(

確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー)

で
そ
れ
ぞ
れ
作
成

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
人
や
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド

方
式
の
届
出
済
み
の
人
は
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ

で
、
そ
れ
以
外
の
人
は
印
刷
し
て
郵

送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

長
浜
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者
の
た
め
の

還
付
申
告
会
場

　
年
金
受
給
者
、
給
与
所
得
者
の
医
療
費

控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
お
よ
び

中
途
退
職
者
の
還
付
申
告
会
場
を
開
設

し
ま
す
。

【
と　
き
】	２
月
１
日(

月)

～
５
日(

金)
 

９
時
30
分
～
11
時
30
分

 

13
時
～
15
時
30
分

【
と
こ
ろ
】	市
役
所
本
庁
舎
１
階

 

多
目
的
ル
ー
ム

※ 

会
場
内
に
筆
記
用
具
等
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
や
計
算
器
具
等

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※ 

相
続
税
、
贈
与
税
、
土
地
・
建
物
・
株

式
の
譲
渡
所
得
等
の
相
談
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。

国
税
の
納
付
は
安
全
・
便
利
な

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
」で

　
国
税
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
ま
た
は
振

替
納
税
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

納
税
証
明
書
の
取
得
は

ｅ
ー
Ｔａ
ｘ
を
使
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
で

　

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
等
か
ら
納
税
証
明
書
の
請
求
が
で
き

ま
す
。(

税
務
署
窓
口
で
の
受
け
取
り
に

は
本
人
確
認
が
必
要
で
す)

申告受付会場 受付日 受付時間
本庁 １階：多目的ルーム ２月16日(火) ～３月15日(月)

(土・日・祝日は除く)

【午前の部】
８時30分～10時30分

【午後の部】
13時～16時
※ 土・日・祝日を除 

きます。
※ 各会場の初日と午

前中は大変な混雑
が予想されます。

北部振興局 ２階：第１・２会議室

びわ支所 ２階：サークル活動室 ２月24日(水)・25日(木)

虎姫支所 １階：会議室 ２月26日(金)・３月１日(月)

高月支所 ３階：会議室 ３月 ２日(火)・３日(水)

浅井支所 ３階：大会議室 ３月 ４日(木)・５日(金)

湖北支所 １階：大会議室 ３月 ８日(月)・９日(火)

西浅井支所 ２階：小ホール ３月10日(水)・11日(木)
※11日は午前中のみ

余呉支所 １階：会議室 ３月12日(金)・15日(月)
※15日は午前中のみ

▲市ホームページ

▲確定申告書等
　作成コーナー


